
72

参考資料 ２ 交通政策基本法案

73

参
考
資
料

参考資料 １「国内航空分野における規制緩和の経緯」・「45・47体制」

出典：国土交通省

国内航空分野における規制緩和の経緯

参入制度

路線ごとの免許制による需給調整規制

○昭和61年： 『45・47体制』廃止。ダブル・トリプルトラック化（※）

需給調整規制廃止し、事業ごとの許可制に。

事業参入

○事前届出制

既得権益化を防止し、競争促進・国内
航空ネットワークの維持・拡充の観点
から5年毎に見直し

運賃制度

認可制

航空法制定（昭和27年）

航空法改正（平成12年）

○ 総括原価主義

○平成6年： 一部届出化

○平成8年： 幅運賃制度の導入
標準原価から25%の幅内で普通運賃
の設定を自由化

5割以内の営業政策的割引運賃等に
ついて届出化

能率的な経営の下で、適正利潤を含む
総費用と総収入が均衡するよう設定

事前届出制（変更命令あり）

○ 需給調整規制の廃止

運航ダイヤ

○事業ごとの許可制

路線ごとの需給調整を前提
とした免許制から、安全面の
審査を中心とした事業ごとの
許可制に移行。

路線の設定や増減便を、原則、航空
会社の経営判断に委ねる。

○ 混雑飛行場については許可制
（変更する場合は認可）

○ 事前届出制

すべての運賃・料金について、原則、
航空会社の経営判断に委ねる。

○ 変更命令

不当な運賃・料金については、国土
交通大臣が変更命令。

段
階
的
に
規
制
緩
和

現
行
制
度

○ 3社で路線の棲み分け： 『45・47体制』
JAL ： 国際線・国内線（幹線）
ANA ： 国内線（幹線・ローカル線）
JAS ： 国内線（ローカル線）

○ 平成 9年： ダブル・トリプルトラック化基準の廃止
平成10年に35年ぶりの新規参入
⇒ スカイマーク（羽田＝福岡線）、北海道国際航空（羽田＝札幌線）

（ダブル・トリプルトラック化基準の緩和）

（※）同一路線を2社又は3社が運航すること
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国内航空分野における規制緩和の経緯

参入制度

路線ごとの免許制による需給調整規制

○昭和61年： 『45・47体制』廃止。ダブル・トリプルトラック化（※）

需給調整規制廃止し、事業ごとの許可制に。

事業参入

○事前届出制

既得権益化を防止し、競争促進・国内
航空ネットワークの維持・拡充の観点
から5年毎に見直し

運賃制度

認可制

航空法制定（昭和27年）

航空法改正（平成12年）

○ 総括原価主義

○平成6年： 一部届出化

○平成8年： 幅運賃制度の導入
標準原価から25%の幅内で普通運賃
の設定を自由化

5割以内の営業政策的割引運賃等に
ついて届出化

能率的な経営の下で、適正利潤を含む
総費用と総収入が均衡するよう設定

事前届出制（変更命令あり）

○ 需給調整規制の廃止

運航ダイヤ

○事業ごとの許可制

路線ごとの需給調整を前提
とした免許制から、安全面の
審査を中心とした事業ごとの
許可制に移行。

路線の設定や増減便を、原則、航空
会社の経営判断に委ねる。

○ 混雑飛行場については許可制
（変更する場合は認可）

○ 事前届出制

すべての運賃・料金について、原則、
航空会社の経営判断に委ねる。

○ 変更命令

不当な運賃・料金については、国土
交通大臣が変更命令。

段
階
的
に
規
制
緩
和

現
行
制
度

○ 3社で路線の棲み分け： 『45・47体制』
JAL ： 国際線・国内線（幹線）
ANA ： 国内線（幹線・ローカル線）
JAS ： 国内線（ローカル線）

○ 平成 9年： ダブル・トリプルトラック化基準の廃止
平成10年に35年ぶりの新規参入
⇒ スカイマーク（羽田＝福岡線）、北海道国際航空（羽田＝札幌線）

（ダブル・トリプルトラック化基準の緩和）

（※）同一路線を2社又は3社が運航すること

1

　昭和61年の運輸政策審議会答申にて廃止された国内定期航空運送事業者の参入制度であり、昭和45年閣議了解・昭和

47年大臣通達のためこう呼ばれる。この制度下では、JALは国際線と国内幹線、ANAは国内幹線とローカル線、JASは国

内ローカル線との割り振りとなっていた。（幹線：札幌、東京、大阪、福岡および那覇）

「４５・４７体制」

出典：国土交通省

●交通政策基本法案

我が国経済・社会活動を支える基盤である国際交通、幹線交通及び地域交通について、
国際競争力の強化や地域の活力の向上、大規模災害時への対応等の観点から、国が自
治体、事業者等と密接に連携しつつ総合的かつ計画的に必要な施策を推進していくた
め、交通に関する施策についての基本理念を定め、関係者の責務等を明らかにすると

国際競争の激化・我が国経済の低迷

我が国が抱える喫緊の課題に対し、交通政策に求められる役割は極めて大きい

ともに、政府に交通政策基本計画の閣議決定及び国会報告を義務づける。

人口減少・少子高齢化災害に強い国土・地域づくり

我が国の国際競争力の強化のための国際交通ネットワークや港湾・空港等の強化

危機的状況にある地域の公共交通の確保･改善

大規模災害時における旅客･物流ネットワークの機能の確保と迅速な回復 等

例えば

規模災害 旅 物流 機 保 復

・ 長期的視野に立った計画的な取組

・ 多様な主体の連携・協働（関係省庁、交通事業者、自治体、住民 等）

が不可欠

これらの課題への対応には

基本理念や関係者の責務等を明確化

「交通政策基本法案」の制定

が不可欠

（富山市のLRT）（成田空港）

基本理念や関係者の責務等を明確化

国際競争力の強化に必要な施策

大規模災害時 の対応

交通政策基本計画の閣議決定・国会報告

地域の活力の向上に必要な施策

生活交通確保やバリアフリ 化

必要な支援措置（法制上、財政上等）

大規模災害時への対応

環境負荷の低減に必要な施策

生活交通確保やバリアフリー化

まちづくりや観光立国の観点からの施策 等

我が国が抱える喫緊の課題に対し、
政府・関係者が一体となり強力に交通政策を推進するための枠組みを構築

（九州新幹線） （離島航路）毎年国会に年次報告（「交通白書」）

　国土交通省では、今後の人口減少・少子高齢化の進展、地球温暖化対策等の諸課題に対応するため、交通政策全般にか

かわる課題、交通体系のあるべき姿、交通に関する基本的な法制度や支援措置のあり方などについて検討を行うこととし、

2009年11月に交通基本法検討会を立ち上げ、各地の交通関係者や利用者からヒアリングを行った。

　航空連合は2010年４月14日の第９回検討会でヒアリングを受けた。同年６月には「交通基本法の制定と関連施策の充

実に向けた基本的な考え方（案）」が取りまとめられた後に、国土交通省交通政策審議会・社会資本整備審議会　交通基本

法案検討小委員会が設置され、法案化に向けた具体的な検討が進められた。

　その中で「移動権の保障」については、法律面・行政面・社会的実態面から検討を行い、また地方公共団体、事業者な

どに対するアンケートを実施した結果、法案に ｢移動権の保障｣ を規定することは時期尚早と判断された。

　2011年１月に「交通基本法案の立案における基本的な論点について」の報告書が取りまとめられ、同年３月８日に交

通基本法案が閣議決定され、政府提出法案として第177回国会に提出されたが、その３日後に東日本大震災が発災したた

めに棚上げされた。

　2012年８月７日、第180回国会の衆議院国土交通委員会では法案主旨説明、同月22日の同委員会では参考人質疑が行

われたが、2012年12月の衆議院解散によって廃案となった。

　その後、政権再交代を受け、国土交通省は「交通政策基本法案」として、再提出を検討するものの、見込みが立たず、

2013年６月13日、民主・社民両党の議員立法として「交通基本法案」が183回通常国会に提出された。

　政府は2014年11月１日、提出を検討していた「交通政策基本法案」を閣議決定し、内閣提出法案として第185回国会

に提出し、11月27日、参議院本会議で可決・成立し、12月４日から施行された。

　なお、今回の法案には、民主党国土交通部門会議等で航空連合が要望した「航空保安の強化」に関する内容が、衆議院、

参議院の附帯決議として採択されている。

航空連合　2022-2023 産業政策提言
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昭和47〜
昭和53年度

昭和54〜
平成22年度

平成23〜
平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

26,000円/kl
軽減措置①〜③ 軽減措置

④ 緊急⽀援
18,000円/kl 18,000円/kl

13,000円/kl
9,000円/kl

13,000円/kl

軽減措置①
H23～25年度

民主党政権下で実現
u 本格的な大競争時代の到来を見据えた我が国航空会社の国際競争力強化が目的。
u 平成23年度から3年間を「集中改革期間」と位置づけ、緊急的支援方策として引き下げ。

軽減措置②
H26～28年度

u 競争激化に伴う我が国航空会社の更なるコスト削減が必要。
u 大幅に縮小された国内航空ネットワークの回復のため、特例措置の適用期限を延長。

軽減措置③
H29～31年度

u 観光先進国の実現及び地方創生回廊の完備のため、航空各社においてコスト削減や訪日
観光客の取り込み等の取組を引き続き進める。

u 同時に、平成29年度から3年間延長し、地方航空ネットワークの維持・強化を図る。

軽減措置④
R2年度

u 航空会社による東京オリ・パラを契機とした訪日外国人旅行者の地方誘客を拡大するための
取り組みを、国としても後押しする必要がある。

u この取り組みを航空会社で短期間かつ集中的に実施してもらうという趣旨で、これまでの
3年間の延長期間を2年間に短縮。

緊急支援
R3年度

u 2年間の軽減措置期間の最終年度において、新型コロナの影響による厳しい経営状況に対し、
航空ネットワーク維持と航空会社の経営基盤強化を図る目的で支援パッケージをとりまとめた。

u 令和3年度において空港使用料等を9割軽減し、航空機燃料税について税率を従来の軽減
措置からさらに1/2に軽減。 0

3．産業の存続に向けた航空機燃料税の緊急的かつ継続的な軽減・減免

航空機燃料税の税率推移

参考資料 ４ 航空機燃料税の緊急的な軽減措置
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参考資料 ３（概要）交通政策審議会 航空分科会 基本政策部会とりまとめ

（
我
が
国
の
航
空
企
業
の
コ
ス
ト
競
争
力
向
上
の
環
境
づ
く
り
） 

（
概
要
）
交
通
政
策
審
議
会

 航
空
分
科
会

 基
本
政
策
部
会
と
り
ま
と
め

  
新
時
代
の
航
空
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方

 
～
世
界
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
へ
の
扉
を
開
き
、
日
本
の
明
日
を
育
む
航
空
シ
ス
テ
ム
～

 

ア
ジ
ア
等
の
世
界
経
済
の
成
長
を
取
込
み
日
本
経
済
の
一
層
の
発
展
を
図
る
た
め
、
日
本
の
航
空
シ
ス
テ
ム
の
長
所
を
伸
ば
し
つ
つ
、
更
に
日
本
の
空
を

世
界
に
開
く
。
国
際
航
空
の
環
境
変
化
に
機
敏
に
対
応
し
、
戦
略
的
に
我
が
国
航
空
企
業
や
空
港
の
国
際
競
争
力
を
向
上
。

 

我
が
国
航
空
企
業
が
、
国
際
競
争
に
対
し
後
手
に
回
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
が
ち
な
対
応
か
ら
一
歩
踏
み
込
み
、
航
空
ニ
ー
ズ
の
創
造
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
航
空
行
政
は
市
場
環
境
や
将
来
動
向
等
を
に
ら
み
な
が
ら
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
解
消
の
た
め
の
環
境
整
備
を
実
施
。
 

基
本
的

考
え
方

 

１
．
航
空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の

た
め
の
強
固
な
基
盤
づ
く
り

 


  我
が
国
の
航
空
需
要
は
着
実
な
伸
び
を
予
想
。
国
内
外
の
航
空
企
業
が
航
空
需
要
を
積
極
的
に
創
造
で
き
る
よ
う
、
環
境
を
整
備
。

 

我
が
国
の
航
空
会
社
・空
港
の
国
際
競
争
力
強
化
が
必
要
。
航
空
行
政
は
そ
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
が
生
じ
な
い
よ
う
対
応
し
て
い
く
一
方
で
、

最
大
の
鍵
で
あ
る
航
空
企
業
の
自
助
努
力
の
た
め
の
創
意
工
夫
を
促
す
こ
と
も
必
要
。

 
（
首
都
圏
空
港
の
更
な
る
機
能
強
化
）
 


 機
能
強
化
に
係
る
技
術
的
選
択
肢
を
洗
い
出
し
。
検
討
に
基
づ
く
施
策
の
具
体
化
が
必
要

 

（
首
都
圏
以
外
の
国
際
拠
点
空
港
等
の
機
能
強
化
）
 


関
空
・
中
部
を
中
心
に

LC
C
や
訪
日
外
国
人
旅
行
者
受
入
れ
、
国
際
航
空
貨
物
の
拠
点

と
し
て
の
機
能
強
化
と
、
利
用
促
進
の
た
め
の
経
済
的
施
策
の
検
討
が
必
要

 

（
管
制
処
理
能
力
の
向
上
等
） 


 空
域
の
上
下
分
離
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
空
域
の
拡
大
・
統
合
等
に
よ
り
処
理
能
力
を
向
上

 

航
行
援
助
施
設
利
用
料
の
飛
行
形
態
（上
空
通
過
・国
際
・国
内
）の
違
い
に
よ
る
不
均
衡
解
消

を
検
討

 


公
租
公
課
等
に
つ
い
て
、
相
当
部
分
を
欧
米
並
み
に
航
空
利
用
者
か
ら
直
接
徴
収
す
る
体
系
に

移
行
す
る
こ
と
に
つ
き
、
諸
課
題
を
整
理
の
上
、
具
体
的
な
方
策
を
検
討

 

（
空
港
経
営
改
革
の
推
進
）
 


地
域
に
メ
リ
ッ
ト
が
見
え
る
よ
う
民
間
委
託
の
具
体
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進

 

（
操
縦
士
・
整
備
士
等
の
養
成
・
確
保
）
 


養
成
機
関
拡
充
や
制
度
改
善
等
に
よ
る
供
給
能
力
の
確
保
、
産
官
学
の
連
携
を
強
化

 
（
環
境
面
へ
の
配
慮
）
 


経
済
的
手
法
に
よ
る
低
騒
音
化
促
進
の
検
討
等
、
総
合
的
な
環
境
対
策
を
推
進

 


 羽
田
・
成
田
の
特
性
を
最
大
限
生
か
す
役
割
分
担
の
議
論
が
必
要

 

２
．
充
実
し
た
航
空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
築
と
需
要
の
開
拓

 


  A

S
E

A
N
等
と
の
路
線
網
の
充
実
、
ア
ジ
ア
＝
北
米
間
等
の
乗
継
需
要
の
取
込
み
を
企
図
し
、
航
空
企
業
が
自
律
的
に
需
要
創
造
す
る
よ
う
、
ソ
フ
ト
施
策
を
推
進
。

 

我
が
国
航
空
企
業
は
、
限
ら
れ
た
路
線
展
開
で
競
合
。
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
戦
略
を
展
開
し
て
国
内
外
の
需
要
を
広
く
取
り
込
む
よ
う
、
航
空
行
政
が
後
押
し
。

 


20
20
年
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者

20
00
万
人
の
高
み
を
目
指
し
、
訪
日
旅
行
需
要
の
掘
り
起
こ
し
と
航
空
路
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
展
開
を
軌
を
一
に
実
施
。

 
（
よ
り
開
か
れ
た
国
際
的
枠
組
み
の
構
築
） 


首
都
圏
空
港
の
容
量
拡
大
策
等
を
踏
ま
え
た
枠
組
み
の
一
層
の
緩
和
、
事
業
者
間
で
発
着

枠
が
効
果
的
に
利
用
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
を
検
討

 


オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
合
意
国
の
拡
大
、

AS
EA

N
と
の
多
国
間
協
定
締
結
に
向
け
た
交
渉
推
進

 

（
我
が
国
航
空
企
業
の
国
際
航
空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
戦
略
の
構
築
）
 


我
が
国
航
空
企
業
は
、
強
固
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
向
け
た
戦
略
の
確
立
が
必
要

 

航
空
行
政
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
戦
略
の
後
押
し
と
な
る
航
空
協
定
上
の
枠
組
み
設
定
、
我
が

国
航
空
企
業
の
独
自
路
線
や
セ
カ
ン
ド
ブ
ラ
ン
ド
の
展
開
、
海
外
航
空
関
連
企
業
へ
の
投
資

等
の
側
面
支
援
、
機
材
の
円
滑
な
活
用
に
資
す
る
規
制
見
直
し
、
と
い
っ
た
施
策
を
検
討
し
、

健
全
な
競
争
環
境
の
確
保
に
努
め
つ
つ
、
航
空
企
業
の
取
組
を
積
極
的
に
後
押
し

 

（
ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ェ
ッ
ト
の
就
航
促
進
）
 


我
が
国
航
空
企
業
の
ユ
ニ
ッ
ト
コ
ス
ト
は
高
水
準
。
競
争
を
通
じ
た
自
助
努
力
の
喚
起
が
重
要

 


首
都
圏
空
港
の
利
用
環
境
の
改
善
を
引
き
続
き
推
進
。
東
京
五
輪
の
需
要
増
に
万
全
に
対
応

 

（
観
光
振
興
と
一
体
と
な
っ
た
航
空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
）
 


地
方
空
港
で
の

LC
C
等
の
受
入
れ
、
出
入
国
手
続
円
滑
化
、
訪
日
旅
行
増
加
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え

る
仕
組
み
等
を
観
光
政
策
と
一
体
的
に
検
討
。
東
京
五
輪
時
に
は
、
旅
行
者
等
を
全
国
で
受
入
れ

 

（
航
空
イ
ン
フ
ラ
の
海
外
展
開
）
 


周
辺
国
の
イ
ン
フ
ラ
改
善
は
、
我
が
国
航
空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化
や
安
全
性
向
上
に
寄
与
。

案
件
の
上
流
段
階
か
ら
の
関
与
や
官
民
連
携
体
制
の
強
化
が
必
要

 

※
首
都
圏
空
港
機
能
強
化
技
術
検
討
小
委
で
別
途
検
討
中

 

※
乗
員
政
策
等
検
討
合
同
小
委
で
別
途
中
間
と
り
ま
と
め
・検
討
継
続

 

３
．
質
の
高
い
航
空
・空
港
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

 


  日
本
の
強
み
で
あ
る
優
れ
た
品
質
の
提
供
能
力
を
武
器
に
、
航
空
サ
ー
ビ
ス
の
質
的
向
上
を
遍
く
追
求
。

 
（
空
港
の
利
用
環
境
の
改
善
、
空
港
ア
ク
セ
ス
強
化
）
 


 空
港
で
の
乗
継
時
間
短
縮
、
空
間
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
対
応
の
改
善
等
が
必
要

 

大
都
市
圏
で
は
、
ア
ク
セ
ス
鉄
道
網
充
実
に
向
け
た
検
討
、
空
港
ア
ク
セ
ス
と
新
幹
線
等
と
の
接
続
性

向
上
、
安
価
で
充
実
し
た
バ
ス
ア
ク
セ
ス
と
深
夜
早
朝
時
間
帯
の
ア
ク
セ
ス
充
実
が
必
要

 


 地
方
で
は
、
地
域
等
が
ア
ク
セ
ス
を
主
体
的
に
提
供
す
る
取
組
も
必
要

 

（
航
空
・空
港
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
の
確
保
） 


 事
前
予
防
的
取
組
を
強
化
。
安
全
指
標
等
の
設
定
、
積
極
的
な
情
報
発
信
を
推
進

 

新
規
企
業
乗
入
れ
や
新
機
材
ト
ラ
ブ
ル
等
に
対
応
し
、
重
点
的
な
監
査
・審
査
を
実
施

 

施
設
量
増
加
や
老
朽
化
を
踏
ま
え
た
適
切
な
維
持
管
理
・更
新
、
施
設
の
耐
震
化
、

空
港
の

B
C

P
策
定
や
広
域
災
害
時
の
空
港
機
能
の
あ
り
方
の
検
討
等
を
推
進

 

訪
日
外
国
人

 
旅
行
者
の
増
加

 

日
本
全
国
の

地
域
活
性
化

 

日
本
の
航
空
が

 
貢
献
す
べ
き
価
値

 

（
地
方
航
空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
定
的
な
確
保
）
→
中
間
と
り
ま
と
め
に
基
づ
き
着
実
に
推
進

 


那
覇
・
福
岡
は
抜
本
的
な
空
港
能
力
向
上
の
た
め
の
機
能
強
化
が
急
務

 

（
我
が
国
の
航
空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す

LC
C
）
 


LC

C
普
及
の
た
め
、
空
港
関
連
コ
ス
ト
の
低
減
、
就
航
・稼
働
率
向
上
の
環
境
整
備
等
を
推
進

 （
我
が
国
の
航
空
貨
物
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
）
 


国
際
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
貨
物
や
生
鮮
品
輸
送
の
取
込
み
、
各
地
の
成
長
産
業
を
支
え
る
物
流
機
能

強
化
等
の
た
め
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
る
制
度
や
空
港
使
用
料
体
系
の
見
直
し
等
が
必
要

 

産
業
・
都
市
の

国
際
競
争
力
向
上

 


民
間
委
託
が
当
面
行
わ
れ
な
い
空
港
を
含
め
、
顧
客
満
足
向
上
の
取
組

 
や
空
港
事
務
所
の
役
割
強
化
、
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
会
社
に
お
け
る
経
営
計
画
策
定
等
が
必
要

 

別
紙
２

 

出典：国土交通省

【航空連合作成】

航空連合　2022-2023 産業政策提言
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参考資料 ６ 社会資本整備事業特別会計　空港整備勘定
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参考資料 ５ 国際連帯税（航空券連帯税）

新たな国際連帯の考え方

飢餓や感染症などのグローバルな課題へ対応する必要性

財源・資金の考え方

ODAでは不十分

新たな資金調達の考え方

革新的な資金調達のしくみが必要

国際連帯税の導入

中期的かつ安定的に税収
が見込まれる【外務省】

航空券連帯税

国際連帯税の検討経緯・考え方 【航空連合の考え】

航空券連帯税の導入には反対

金融取引税

など

国際連帯の取り組み自体は否定しない
新たな財源の必要性は検証が必要
財源の使途については透明性を確保すべき

手段のひとつである「国際連帯税」のみに
議論が集中していることは問題
国民的議論や関係者への理解促進が必要

航空券連帯税は、受益と負担の関係が
不明確
先進主要国を除く一部の国の導入実績
のみで判断すべきではない

　航空ネットワークの基盤作りのため、昭和45年に空港整備に係る特定財源として空港整備特別会計が作られた。空港

使用料や航空機燃料税といった利用者・事業者負担を主な財源とし、それらを一旦特別会計という大きな財布にいれ、そ

こから各空港の整備費を捻出するというプール制を取っている。空港を作りネットワークが拡充すると、歳入規模が大き

くなり新たな投資原資が生まれるため、ネットワークの構築期には有効なスキームである。一方、国内の空港が概成し、

空港整備がネットワークの拡充から質の向上に力点が移った現在では、適切な規模の利用者負担を効率的・効果的に運用

することが求められており、歳入と歳出の関係が不透明となるプール制は問題が大きい。

　また平成20年度より、行政改革推進法で示された特別会計改革によって、空港整備特別会計とその他４特別会計（道

路整備、治水、港湾整備、都市開発資金融通）が統合され、社会資本整備事業特別会計となった。勘定区分として、道路

整備、治水、港湾、空港整備、業務の５勘定が設けられ、特会法に基づき、平成25年には社会資本整備事業特別会計に

関して、原則廃止され、一般会計化された。

　しかし、平成24年１月に閣議決定された「特別会計改革の基本方針」に基づき、空港整備勘定については、空港経営

改革の取り組みや、羽田空港の債務の返済状況を見極めるまでの間、自動車安全特別会計の下に経過勘定を設置し、現在

に至っている。

出典：外務省

【航空連合作成】

出典：国土交通省

航空連合　2022-2023 産業政策提言
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参考資料 ７「明日の日本を支える観光ビジョン」新たな目標値／航空関係部分抜粋

出典：明日の日本を支える観光ビジョン構想会議

視 点 １
「観光資源の魅力を極め、

地方創生の礎に」

視 点 ２
「観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に」

視 点 ３

「すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に」

■「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、
そして世界に開放
・赤坂や京都の迎賓館などを大胆に公開・開放

■「文化財」を、「保存優先」から観光客
目線での「理解促進」、そして「活用」へ
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■「国立公園」を、
世界水準の「ナショナルパーク」へ
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力も活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

■おもな観光地で「景観計画」をつくり、
美しい街並みへ
・2020年を目途に、原則として全都道府県・
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

■古い規制を見直し、
生産性を大切にする観光産業へ
・60年以上経過した規制・制度の抜本見直し、
ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材育成、民泊ﾙｰﾙの整備、
宿泊業の生産性向上など、総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞで
推進・支援

■あたらしい市場を開拓し、
長期滞在と消費拡大を同時に実現
・欧州・米国・豪州や富裕層などをﾀｰｹﾞｯﾄにした
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、戦略的なﾋﾞｻﾞ緩和などを実施

・MICE誘致・開催の支援体制を抜本的に改善
・首都圏におけるﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾞｪｯﾄの受入環境改善

■疲弊した温泉街や地方都市を、
未来発想の経営で再生・活性化
・2020年までに、世界水準DMOを全国100形成
・観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ、規制緩和などを
駆使し、民間の力を最大限活用した
安定的・継続的な「観光まちづくり」を実現

■ソフトインフラを飛躍的に改善し、
世界一快適な滞在を実現
・世界最高水準の技術活用により、出入国審査の
風景を一変

・ｽﾄﾚｽﾌﾘｰな通信・交通利用環境を実現
・ｷｬｯｼｭﾚｽ観光を実現

■「地方創生回廊」を完備し、
全国どこへでも快適な旅行を実現
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能化
・新幹線開業やｺﾝｾｯｼｮﾝ空港運営等と連動した、
観光地へのｱｸｾｽ交通充実の実現

■「働きかた」と「休みかた」を改革し、
躍動感あふれる社会を実現
・2020年までに、年次有給休暇取得率70％へ向上
・家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得
の分散化による観光需要の平準化

これまでの議論を踏まえた課題

「明日の日本を支える観光ビジョン」－世界が訪れたくなる日本へ－ 概要

■我が国の豊富で多様な観光資源を、
誇りを持って磨き上げ、その価値を
日本人にも外国人にも分かりやすく
伝えていくことが必要。

■観光の力で、地域の雇用を生み出し、
人を育て、国際競争力のある生産性の
高い観光産業へと変革していくことが
必要。

■CIQや宿泊施設、通信・交通・決済など、
受入環境整備を早急に進めることが必要。

■高齢者や障がい者なども含めた、すべての
旅行者が「旅の喜び」を実感できるような
社会を築いていくことが必要。

「観光先進国」への「３つの視点」と「１０の改革」

１

平成28年３月30日策定

参考資料 ８ 羽田空港の拡張に係る償還について

出典：国土交通省

航空連合　2022-2023 産業政策提言

訪日外国人旅行消費額

安倍内閣３年間の成果

新たな目標への挑戦！

戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大
など、大胆な「改革」を断行。

・訪日外国人旅行者数は、２倍増の約2000万人に

・訪日外国人旅行消費額は、３倍増の約３.５兆円に

（2012年） （2015年）

836万人 ⇒ 1974万人

１兆846億円 ⇒ ３兆4771億円

地方部での外国人延べ宿泊者数

外国人リピーター数

日本人国内旅行消費額

訪日外国人旅行者数 2020年： 4,000万人 2030年： 6,000万人

2020年： 8兆円 2030年： 15兆円

2020年： 7,000万人泊 2030年：1億3,000万人泊

2020年： 2,400万人 2030年： 3,600万人

2020年： 21兆円 2030年： 22兆円

新たな目標値について

（2015年の約2倍） （2015年の約3倍）

（2015年の2倍超） （2015年の4倍超）

（2015年の3倍弱）

（2015年の約2倍）

（2015年の5倍超）

（2015年の約3倍）

（最近5年間の平均から約5％増） （最近5年間の平均から約10％増）

３

訪日外国人旅行消費額

安倍内閣３年間の成果

新たな目標への挑戦！

戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大
など、大胆な「改革」を断行。

・訪日外国人旅行者数は、２倍増の約2000万人に

・訪日外国人旅行消費額は、３倍増の約３.５兆円に

（2012年） （2015年）

836万人 ⇒ 1974万人

１兆846億円 ⇒ ３兆4771億円

地方部での外国人延べ宿泊者数

外国人リピーター数

日本人国内旅行消費額

訪日外国人旅行者数 2020年： 4,000万人 2030年： 6,000万人

2020年： 8兆円 2030年： 15兆円

2020年： 7,000万人泊 2030年：1億3,000万人泊

2020年： 2,400万人 2030年： 3,600万人

2020年： 21兆円 2030年： 22兆円

新たな目標値について

（2015年の約2倍） （2015年の約3倍）

（2015年の2倍超） （2015年の4倍超）

（2015年の3倍弱）

（2015年の約2倍）

（2015年の5倍超）

（2015年の約3倍）

（最近5年間の平均から約5％増） （最近5年間の平均から約10％増）

３
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参考資料 10 空港別収支 2020年度（令和2年度）
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参考資料 ９ 令和４年度国土交通省航空局関係予算決定概要

1

令和4年度国土交通省航空局関係予算決定概要

出典：国土交通省 出典：国土交通省

●

長崎
●

松山

●

美保

●

広島

● 宮崎

●

丘珠

●

百里
●

三沢

● 大分

●

[乗降客数]

200万人50万人

赤
字

黒
字

△１００億
～～

△１０億

～～

航空系事業の収支（EBITDA）と乗降客数について

[

令
和
２
年
度
：
航
空
系
事
業
の
収
支
（

Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ

）]

９

2,000万人

●鹿児島

●

小松

●高知

●北九州
●新潟

那覇 ●
●東京国際

●

徳島

※注1：「EBITDA：Earnings Before Interest,Taxes,Depreciation and Amortization（利払前税引前償却前営業利益）≒経常損益＋支払利息＋減価償却費」。
各空港が1年間の営業を通じて得られるキャッシュフロー（実質的な利益水準）を表す指標であり、投資家等が企業分析をする際によく使用されるもののひとつ。
平成23年度に開催された「空港運営のあり方に関する検討会」において経営状態を適切に把握するための資料として提案された指標。

※注2：航空系事業の収支は、空港整備に係る経費を費用に計上するとともに、純粋一般財源も含めた一般会計受入を収益に計上した損益を基礎として算出し、作成したもの。
※注3：八尾空港は前年度に引き続き乗降客数がゼロのため、記載していない。

岩国

●

長崎

●

松山

●

美保

●

広島

● 宮崎

●

丘珠

●

百里●

三沢

● 大分

●

[乗降客数]

200万人50万人

赤
字

黒
字

△３００億
～～

△１０億

～～

「航空系事業＋非航空系事業」の収支（EBITDA）と乗降客数について

[

令
和
２
年
度
：
「
航
空
系
事
業
＋
非
航
空
系
事
業
」
の
収
支
（

Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ

）]

10

2,000万人

●鹿児島

●

小松

●高知

●北九州
●新潟

那覇 ●

●東京国際

●

徳島

※注1：「EBITDA：Earnings Before Interest,Taxes,Depreciation and Amortization（利払前税引前償却前営業利益）≒経常損益＋支払利息＋減価償却費」。
各空港が1年間の営業を通じて得られるキャッシュフロー（実質的な利益水準）を表す指標であり、投資家等が企業分析をする際によく使用されるもののひとつ。
平成23年度に開催された「空港運営のあり方に関する検討会」において経営状態を適切に把握するための資料として提案された指標。

※注2：航空系事業の収支は、空港整備に係る経費を費用に計上するとともに、純粋一般財源も含めた一般会計受入を収益に計上した損益に基づき算出し作成したもの。
また、非航空系事業の収支は、空港関連事業（旅客、貨物ターミナルビル事業者及び駐車場事業者）の損益を単純合算したものを基礎として算出し作成したもの。

※注3：八尾空港は前年度に引き続き乗降客数がゼロのため、記載していない。

岩国

航空連合　2022-2023 産業政策提言
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空港運営の民間委託に関する実績と検討状況

コロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策
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出典：国土交通省

■離島航空路線に係る⽀援措置

コロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策一覧（概要）

●オミクロン株など、変異株の相次ぐ出現等により、旅客需要の回復が想定以上に遅れていることから、航空需要は過去に例を⾒ない規模で⼤
幅な減少が続いており、航空・空港関連企業は極めて厳しい経営状況。

●国内外の交流や国⺠⽣活、経済活動を⽀える航空ネットワークを維持するとともに、航空・空港関連企業の経営基盤強化を図るため、航空・
空港関連各社におけるコスト削減等の収⽀改善の取組を前提としつつ、令和４年度においても引き続き、国と関係者が連携して強⼒に⽀援。

１．航空ネットワーク維持・確保のための施策

■空港使⽤料・航空機燃料税の減免（令和４年度）
・国内線の着陸料・停留料・航⾏援助施設利⽤料について合計で約60％軽減、航空機燃
料税の税率をコロナ前の18,000円/klから13,000円/kl等へ軽減
【減免想定額︓約700億円】

２．資⾦需要への対応、雇⽤維持のための施策

■危機対応融資等の活⽤による資⾦繰り⽀援 【約5,900億円（令和３年12⽉調査時点）】

■繰越⽋損⾦の控除上限の特例 ■産業雇⽤安定助成⾦
■雇⽤調整助成⾦ 【申請額︓約1,000億円（令和３年12⽉調査時点）】

■新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦の活⽤

３．航空輸送の安定的かつ円滑な回復を図るための緊急措置

■混雑空港利⽤ルールの弾⼒運⽤（Ｕ／Ｌルールの適⽤免除）
・2021年冬期ダイヤ全期間、コロナ影響による⽋航はカウント除外

■乗務機会の減少等を踏まえた乗務資格維持に係る緩和措置

４．コロナ時代における航空・空港関連企業の持続可能な事業構造への転
換を⽀援するための施策

１）収益性向上努⼒を⽀援するための施策

２）コスト削減努⼒を⽀援するための施策

■安全規制の集中的⾒直し
・乗員・運航・整備等に係る安全規制について、航空業界からの規制緩和・
運⽤弾⼒化に関する要望に集中的に対応 （約30件措置済み）
－航空会社内で実施可能な機⻑認定の範囲の拡⼤ 等

■⾶⾏経路の短縮等による消費燃料の削減

■新たな航空需要獲得のための規制緩和等
○旅客機の客室内での貨物運送実施
○遊覧⾶⾏等における柔軟な⾶⾏経路の設定⽀援

■感染拡⼤防⽌と航空需要回復の両⽴に向けた取組
○「新たなGoToトラベル事業」の実施【観光庁予算】
○感染拡⼤予防ガイドラインの普及
○感染リスク最⼩化のための空港受⼊環境⾼度化⽀援
【0.9億円（令和4年度）／2.2億円（令和3年度補正）】
○情報化・データ化等による地域交通の経営改善⽀援事業【総合政策局予算】
○国際線乗員の検査費⽤に係る経費補助 【3.9億円】
○往来再開に向けた円滑な航空ネットワークの維持・回復の推進【0.4億円】
○FAST TRAVELの推進【観光庁予算】

R3補正

R4

R4

R3補正

R4

R4

R3補正

【14.7億円（令和４年度）】+【総合政策局予算（令和４年度、令和３年度補正）】
R3補正

R3補正

R3補正

５．航空ネットワークの基盤を⽀える空港関連企業の経営基盤の維持・強化を⽀援するための施策
１）空港会社関係 【施策規模（令和4年度予算額等）︓約700億円】
■コンセッション空港・成⽥空港・⽻⽥空港（TIAT)の施設整備に対する無利⼦貸付
【コンセッション空港︓127億円（令和4年度）】【成⽥︓154億円（令和4年度）】
【⽻⽥（TIAT)︓7億円（令和4年度）】

■コンセッション空港における運営権対価分割⾦等の年度越え猶予（北海道・福岡）
・令和2年度・3年度分を2年猶予、令和4年度分を令和5年度から5年分割払い

■財政投融資を活⽤した、会社管理空港（関⻄・伊丹・中部）による空港インフラ整備
・脱炭素化事業等【関⻄・伊丹︓財政投融資 200億円】【中部︓政府保証 21億円】 （令和3年度補正）

２）その他空港関連企業関係
■国有財産使⽤料の⽀払い猶予
■空港会社等に対するその他空港関連企業の⽀援の要請
■グランドハンドリングの⽣産性の向上
・先進技術等の活⽤を通じた⽣産性向上に向け、⽀援策を含め検討

■コンセッション空港における空港運営事業期間の延⻑
・さらに1年（通算2年）延⻑（会社からの申し⼊れを踏まえ協議）

■コンセッション空港における契約上の履⾏義務の緩和

【北海道︓26億円 / 年】【福岡︓153億円 / 年】

R4

R4

R3補正

2

出典：国土交通省

参考資料 14 地域航空の担い手のあり方に係る実務者協議会

参考資料 13 落下物対策総合パッケージ

8

9

出典：国土交通省

【参考】 有限責任事業組合（ＬＬＰ*）制度の特徴

地域航空の担い手のあり方に係る実務者協議会

・ 安全・技術の観点からは、一定の準備は必要ではあるもの

の、それが経営統合の障害とはならないことが確認された。

・ 機材や規程の統一化を進めることで、運航・整備業務の効

率化が図られることが確認された。

・ 系列を超えたコードシェアについては、収益性向上のため極

めて重要であり、関係者で前向きに検討を進めるとの共通認

識が得られた。

・ 一方、経営統合するには、地元自治体や既存株主との関係

を整理する必要があるうえ、経営統合による経営改善の具現

化には、機材や規程の統一等の長期にわたる準備期間等が

必要となることから、早期の実現は困難。

・ そのため、早期に協業の深化が実現可能な取組として、ま

ずは九州地域を対象として、「有限責任事業組合」制度を活用

した共同事業の開始を目指すとの試みが提案され、協議会構

成員全ての賛同を得た。

経営統合の可否に係る検討結果

（１）九州地域における系列を超えた航空会社間の協業

をより一層促進するため、平成３１年度中に大手航空

２社（ＡＮＡ・ＪＡＬ）及び地域航空３社（天草エアライン・

オリエンタルエアブリッジ・日本エアコミューター）を構

成員とする有限責任事業組合を設立することを目指

し、経営改善効果の試算や運営ルールづくりを開始

することに合意した。

（２）北海道地域については、九州地域における取組の

成果を踏まえ、必要に応じ同様の取組について検討

する。

（３）持株会社の設立等による経営統合については継続

課題とし、組合設立後３年を経過した時点で組合の

取組結果についての総括検証を行う。

組織のあり方の方向性

○ 出資者が出資額までしか事業上の責任を負わない有限責任制。
○ 意思決定は原則として出資者全員の同意のもと行われる。
○ 出資者全員が業務執行に参加する。
○ 従って、小規模な地域航空会社にとっても参加しやすい仕組みと

なっており、共同事業にあたっての公平性・透明性も確保できる。

*ＬＬＰ：Limited Liability Partnership

○検討結果報告書（平成30年12月18日公表）のポイント

全日本空輸株式会社
日本航空株式会社
天草エアライン株式会社
ＡＮＡウイングス株式会社
オリエンタルエアブリッジ株式会社
日本エアコミューター株式会社
株式会社北海道エアシステム
国土交通省航空局

【参考】 実務者協議会の構成員

航空連合　2022-2023 産業政策提言

出典：国土交通省
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15

16

グランドハンドリングアクションプラン（概観）

空港の労働力不足に対応した取り組み

空港の労働力不足に対応した官民の取り組みについて

トーイングトラクター ランプバス

条件付⾃動運転＜Ｒ２年度より導⼊開始＞

除雪⾞両による実証実験＜Ｒ４年度実施予定＞

特定条件下の完全⾃動運転に関する実証実験
＜Ｒ３年度より実証開始＞

遠隔監視・遠隔操作無⼈⾞両

令和２年１⽉に策定した「グラハンドリング アクションプラン」に基づくグラハン体制の強化に関する施策を推進するなど、
関係者が連携して⽣産性の向上等に資する取組みを進めている。

＜外国⼈材の確保>
○グラハン分野における特定技能外国⼈の受⼊れ推進
・H31.4の制度導⼊以降、国内外で計9回の技能試験を実施。
・現在、特定技能2号の追加を検討中。

<資機材の共通化、共有化の推進>
○グラハン資機材の共通化・共有化に関する検討調査(R2年度)
○福岡空港におけるグラハン資機材の共有化の推進
・福岡国際空港（株）において令和3年7⽉・12⽉の2回、
GSE⾞両の共有化を⾒据えた、共⽤トライアルを実施。

<業務プロセスの共通化>
○給油作業の業務効率化等に向けた業務ﾌﾟﾛｾｽ調査（R2〜R3年度）
・業務プロセスを調査し、業務効率化等に向けた改善策を検討。

１．外国⼈材の活⽤

<先進機器の導⼊による効率化>
○先進技術の導⼊に関する調査（R3年度、R4年度予定）
・現状の業務特性等の分析及び海外等における事例を調査し、
先進技術等の国内空港における導⼊に向けた検討を実施。

２．グラハン・給油会社等の取組み

○空港除雪の省⼒化・⾃動化

＜空港運⽤への無⼈⾞両技術の導⼊＞
令和７年までに地上⽀援業務の⾃動化・効率化
に資する無⼈⾞両技術を導⼊するため、必要とな
る要件を整理した導⼊モデルを構築するとともに、
インフラや運⽤ルールの課題を抽出。
○地上⽀援業務の⾃動化・効率化

３．省⼒化・⾃動化

3

出典：国土交通省

出典：国土交通省

参考資料 17 地上支援業務の省力化・自動化

出典：国土交通省

〇旅客需要が増加する⼀⽅で、⽣産年齢⼈⼝の減少等を背景に、航空分野においても保安やグラハンなどをはじめ⼈⼿不⾜等が懸念されている。
○地上⽀援業務の各分野において、イノベーションを推進。2020年までにフェーズⅡ、2030年までにフェーズⅣの達成を⽬標とする。
○⾃動運転の分野については、これまでの検証を踏まえて⽬標を前倒しして2025年までのフェーズⅣの達成（無⼈の⾃動運転）を⽬指し、官⺠
連携して実証実験を実施し、共通インフラや運⽤ルールの検討を⾏う。

省⼒化（実証実験）
フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ

省⼒化（ 試験運⽤・導⼊） ⾃動化（実証実験） ⾃動化（ 試験運⽤・導⼊）

空港制限区域内における
自動走行実証実験

＜地上支援業務の省力化・自動化のイメージ＞

○自動運転トーイングトラクター

Ø 2020年度に有人による自動運転を
導入。

Ø 2025年までに無人による自動運転
の導入を目指す。

○自動運転ランプバス

旅客手荷物搭降載補助機材の導入

Ø ベルトコンベアを使用した貨物室内からの搬出入や
ロボットによる自動積み付けにより、業務を効率化

旅客搭乗橋の航空機への自動装着

Ø ボタン操作により装着可能とすることで、
業務を効率化

リモートプッシュバック・トーイング

Ø 機体全体を見渡しながらリモコン操作に
より航空機の移動（プッシュバック）を行
うことで、業務を効率化

出典）全⽇本空輸(株)、佐賀県プレスリリース

自動運転レベル３ 自動運転レベル４

地上支援業務の省力化・自動化

4
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グランドハンドリング アクションプラン（概観）

２．資機材の共通化等による生産性の向上

①外国人材の確保

②採用拡大及び離職率低下に向けた取組

③人材育成の共同化推進

①資機材の共通化、共有化の推進

②先進機器の導入による効率化

③空港の運用改善による効率化

３．グランドハンドリング業界の構造改善

人材不足
・採用難

・厳しい労働環境、高い
離職率

・長い訓練期間
研修期間例）
機体のプッシュバック: 11週間
ボーディングブリッジ装着: 6週間
給油業務：1年

・系列を超えた需給調整の
仕組みが不在

事業者間の連携欠如

問題の所在

・各社が資機材を所有、
ピーク時に資機材が不足
する等の非効率が発生

・チームがシフト制で勤務、
他空港への応援派遣など
柔軟な対応は困難

※事業者の売り上げは増加傾向

①系列を超えた調整メカニズムの構築

②空港管理者等とグラハン各社との提携強化

③業務プロセスの共通化

④業界自らによる将来への投資促進

個社の取組に加え、共通化等による
系列を超えた体制強化の実現が必要

１．人材確保、教育の強化
５年間の外国人材の受入数
（ 2019年～2023年）
○特定技能制度：2000人
○技能実習制度その他：2000人
⇒4000人を受入

業務の効率化・省人化
（2019年～2023年）
○1人あたりの生産性10%向上

KPI

KPI
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参考資料 18 空港制限区域内における自動走行の実現に向けたスケジュール
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参考資料 19「空飛ぶクルマ」とは

参考資料 20 航空従事者の飲酒基準について

出典：国土交通省

・高い安全性が求められる旅客等を輸送する航空運送事業についてはアルコールへの厳格な対応が必要

・アルコールは微量でも注意力の低下や業務の正確性に影響し、その度合いはその日の体調や体質により異なる。

・航空機の運航に直接関与する者のうち「瞬時に正確な判断・行動」が求められ、かつ、その者の「単独の判断・行

動により安全運航に影響を与える場合」は厳格な飲酒ルールを義務化

〇業務前のアルコール検知器（ストロー式）による検査義務化※

２．航空運送事業者に対する規制

〇対象：操縦士、客室乗務員、運航前整備を行う整備従事者、
対空通信を行う運航管理従事者

〇アルコールが検知された場合には業務禁止

〇検査時の不正（なりすまし、すり抜け）防止体制の義務化

・検査時に第三者の立ち会い等を義務化(モニター等の活用可）

・検査情報の記録・保存（日時、氏名、結果等）

〇依存症職員等の早期発見・対応のための体制整備
（職員への教育、報告制度、カウンセリング環境等）

〇経営者含む全関係職員への定期的なアルコール教育
(危険性・分解速度等)を義務化

※操縦士及び客室乗務員は、機上で機体の操縦や旅客へ避
難誘導を行うこと等から、乗務後のアルコール検査の義務化、
飛行勤務前８時間以内の飲酒を禁止

３．アルコール不適切事案の航空局報告義務（法111条の4関係）

４．飲酒対策に係る体制の強化（法103条の2関係）

飲酒に係る不適切事案（アルコール検査で不合格の場合や適切
に実施されなかった場合等）について航空局への報告義務化

安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確に位置づけ、必要
な体制を整備することを義務づけ、飲酒対策に係る体制を強化

「航空法７０条：アルコールにより正常な運航が状態での運航を禁止※1」の目安※2とする数値基準を制定

具体の判断基準無し 血中濃度：0.2g/ℓ未満、呼気中濃度：0.09mg/ℓ未満 ※2：罰則適用上の目安

※1:対象は事業用・自家用問
わず我が国を運航する全
ての操縦士(外国機含む)

(1)考え方

(２)飲酒対策

１．アルコール検査の義務化（法104条関係） ２．アルコール教育の徹底・依存症対応（法103条の2、104条関係）

１．全ての操縦士に対する飲酒基準

航空従事者の飲酒基準について①（基準の内容）

（従前）

※下線部は中間とりまとめから追加

1

参考資料 21 航空保安の変遷

日本におけるテロ・ハイジャック対策の変遷

よど号ハイジャック事件
→金属探知機（X-RAY）本格導入

9.11米国同時多発テロ

欧米主要国において保安責任主体を従来の航空事業
者から国または空港会社へと見直し

国：1／2強
空港整備勘定

航空会社：1／2弱

旅客（航空会社）

国
空港管理者

航空会社

昭和49年

国際的なテロ発生リスクは引き続き高位

日本におけるテロ・ハイジャック対策費用の考え

保安費用分担・補助 保安費用

保安料

約230億円（平成31年度）推計

米国・ドイツ・シンガポール・

ニュージーランド・マレーシア等
※警察機関含む

英国・仏・豪等

日本

◆諸外国の状況

監視業務に係る経費

保安検査業務に係る経費

保安検査機器の整備

ü ボディスキャナーや新たな先進的保安検査機器を国
内の主要空港に導入し、国として機器整備費用の
1/2の補助を行う。

昭和45年

導入費用を空港整備勘定から半額補助

平成29年～

ü 上記に加え、高性能X線検査装置等の導入に伴い
必要となるターミナル改修費用の1/2の補助を行う。

課題認識

ü 国家レベルの課題として一般
財源化すべき

ü 初期費用だけでなく、維持費
用等も補助の対象とすべき

平成13年

平成30年～

ü ボディスキャナーや高性能X線検査装置等の導入
対象空港が国内線も含む全国の空港に拡充。

ü 一方、導入に対する費用補助率が1/4に減少。

令和2年～
0

航空保安の変遷

【航空連合作成】

航空連合　2022-2023 産業政策提言

出典：国土交通省

6

“空⾶ぶクルマ”（※）とは

• 明確な定義はないが、「電動」「⾃動（操縦）」「垂直離着陸」が⼀つのイメージ。
• 諸外国では、 eVTOL（ Electric Vertical Take-Off and Landing aircraft ）やUAM（Urban Air

Mobility）とも呼ばれ、新たなモビリティとして世界各国で機体開発の取組がなされている。
• 我が国においても、都市部での送迎サービスや離島や⼭間部での移動⼿段、災害時の救急搬送などの活⽤を期待し、

次世代モビリティシステムの新たな取り組みとして、世界に先駆けた実現を⽬指している。
• 令和３年10⽉29⽇、株式会社スカイドライブは開発中の“空⾶ぶクルマ”について、我が国初となる空⾶ぶクルマの型

式証明を申請。
• “空⾶ぶクルマ”の実現に向けた「空の移動⾰命に向けたロードマップ」に基づき、2025年の⼤阪・関⻄万博を⽬標とし

て、必要な技術開発や機体の安全基準をはじめとする制度の整備を進めている。

Joby Aviation（米国）/ S4

※「クルマ」と称するものの、必ずしも道路を⾛⾏する機能を有するわけではない。個⼈が⽇常の移動のために利⽤するイメージを表している。
※必ずしも「電動」「⾃動」「垂直離着陸」だけに限定されず、内燃機関とのハイブリッドや有⼈操縦、⽔平離着陸のものも開発されている。

垂直
離着陸

⾃動
（操縦）

電動
部品点数︓少ない → 整備費⽤︓安い
騒 ⾳︓⼩さい
⾃動⾶⾏との親和性︓⾼い

操縦⼠︓なし → 運航費⽤︓安い

ヘリコプターとの⽐較

イメージ

Volocopter（ドイツ）/ 
Volocity

離着陸場所の⾃由度︓⾼い

※将来的なイメージ特徴

SkyDrive（日本）/ SD-03
※令和３年10⽉29⽇に型式証明を申請
した機体とは異なる

Vertical Aerospace（英国）/ VA-X4

出典：国土交通省
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参考資料 22 航空保安に関する航空法の一部改正
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出典：国土交通省

参考資料 23 日本における航空会社と保安検査会社の契約形態

【航空連合作成】

4．論点③「保安検査の量的・質的向上」について

受委託関係においては、受託者側である保安検査会社の立場が弱く、
保安検査に関する委託費用が抑制される傾向にある。

6

航空会社と保安検査の契約形態

保安検査会社

航空会社

委託 委託 委託 委託

空港に乗り入れている航空会社間の協議会で
委託費用を決定

契約料 契約料 契約料 契約料

外国航空会社にとっては、日本以外で保安
検査費用を支払うことがないため、

協議会では委託費用が抑制される傾向にある

保安検査会社

航空会社

契約料値上げ

理解 理解 ？ ？×

課題

イメージ図

要望
受委託関係における適正な取引を促進するためのガイドライン等
を国が主導して策定すべき。

4．論点③「保安検査の量的・質的向上」について

受委託関係においては、受託者側である保安検査会社の立場が弱く、
保安検査に関する委託費用が抑制される傾向にある。

6

航空会社と保安検査の契約形態

保安検査会社

航空会社

委託 委託 委託 委託

空港に乗り入れている航空会社間の協議会で
委託費用を決定

契約料 契約料 契約料 契約料

外国航空会社にとっては、日本以外で保安
検査費用を支払うことがないため、

協議会では委託費用が抑制される傾向にある

保安検査会社

航空会社

契約料値上げ

理解 理解 ？ ？×

課題

イメージ図

要望
受委託関係における適正な取引を促進するためのガイドライン等
を国が主導して策定すべき。

※会社管理空港では、空港が航空各社と保安検査会社間の契約を一括して受ける事務委任制度を導入している例もある。

参考資料

参考資料

24

25

航空事故調査委員会設置法の改正

運輸安全委員会とは

　2001年３月、衆議院国土交通委員会に航空連合の清水事務局長（当時）が参考人として呼ばれ、航空

事故調査について意見陳述を行った。設置法自体に航空連合の主張を反映させることはできなかったが、

附帯決議に次の点が盛り込まれた。

　・事故調査委員会と捜査機関は国際民間航空条約の趣旨を尊重し、事故調査と犯罪捜査がそれぞれ適

確に遂行されるよう十分協力すること。

　・事故調査委員会の組織のあり方は、体制・機能強化や陸・海・空にわたる業務範囲の拡大などの必

要性を検証の上、諸外国の例を参考に今後の課題として検討を行うこと。

出典：運輸安全委員会

航空連合　2022-2023 産業政策提言
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参考資料 26 機内迷惑行為防止法に関する法制化までの取り組み・機内迷惑行為防止法の骨子

※「航空機に乗り込んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為」の具体例：セクハラ、暴言・威嚇など（航空連合追記）

参考資料 27 航空連合　客室乗務員への実態調査結果　※2019年4月～6月実施

Q1：ご自身の乗務する便において、盗撮・無断撮影にあったことはありますか？
Q2：Q1で「ある」と回答した方にお聞きします。盗撮・無断撮影行為に対し、あなたはどのように対処しましたか？

Q5：禁止命令の対象となる行為のうち、もっとも日常的に目にする行為はどれですか？

Q7：Q5の８つの行為のうち、命令書を手交するに至ったことがありますか？
　　 また、その行為はどれですか？（もっとも回数の多いものを選択ください。）

①乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な
理由なく操作する行為

②化粧室において喫煙する行為
③客室乗務員の職務の執行を妨げる行為、ま

たは機内の秩序、規律の維持に支障を及ぼ
すおそれのある行為

④航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれ
がある携帯電話その他の電子機器の使用

⑤離着陸時等、機長がシートベルトの装着を
指示した場合において、シートベルトを正当

な理由なく装着しない行為
⑥離着陸時において、座席の背当、テーブル、 

又はフットレストを正当な理由なく所定の位
置に戻さない行為

⑦手荷物を通路その他非常時における脱出の
妨げとなるおそれがある場所に正当な理由
なく置く行為

⑧非常用の装置又は器具、救命胴衣等を正当
な理由なく操作し、若しくは移動させ、又は
その機能を損なう行為

【分析】
・盗撮・無断撮影の経験が「ある」または「断定でき

ないが、あると思う」と回答された合計の割合が
61.6%となっており、多くの客室乗務員が機内で盗撮
または無断撮影の経験があることが判明した。

・盗撮・無断撮影の経験が「ある」と回答された客室
乗務員のうち、「対処することができなかった」割合
が57.7%となっており、半数以上が盗撮・無断撮影
行為に対し具体的なアクションを起こすことができ
なかったことが判明した。

【分析】
・項目③がもっとも多く
（31.7%）、次いで項目②

が多かった（23.6%）。
・前回の調査では、項目

③→④の順で割合が高
かったが、今回の調査
で次点に項目②が入り、
安全阻害行為の傾向の
変化がみられる。

【分析】
・前回の調査（13.3%）と比較し、「対処できるかどうか不安がある」の割合

が37.8%と大幅に増加している。
・各社の年齢構成（経験年数）の変化により、過去に安全阻害行為を経験

したことがない乗務員が増加している可能性があると推察される。
・過去の調査同様、経験不足や行為の具体例をイメージしづらいことが不

安要素として挙げられており、ケーススタディなど充実させることも重要。
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3 / 1.3％3 / 1.3％⑧⑧

10 / 4.2％10 / 4.2％⑦⑦
7 / 2.9％7 / 2.9％⑥⑥
9 / 3.8％9 / 3.8％⑤⑤

10 / 4.2％10 / 4.2％④④

1,277 / 84.3％1,277 / 84.3％②②
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3 / 1.3％3 / 1.3％⑧⑧

10 / 4.2％10 / 4.2％⑦⑦
7 / 2.9％7 / 2.9％⑥⑥
9 / 3.8％9 / 3.8％⑤⑤

10 / 4.2％10 / 4.2％④④
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715 / 45.3％715 / 45.3％②②

597 / 37.8％597 / 37.8％③③

230 / 23.5％230 / 23.5％②②

10 / 1.0％10 / 1.0％③③

620 / 38.2％620 / 38.2％②②

150 / 41.8％150 / 41.8％①①

2 / 0.6％2 / 0.6％③③

207 / 57.7％207 / 57.7％②②359 / 22.1％①

238 / 15.7％①

①旅客に画像の削除を依頼、旅客への口頭注
意、旅客への命令書の手交、警察・地上係員へ
の引き渡しなど、適切に対処することができた

②対処することができなかった
③無回答

①ある　②ない
③断定できないが、あると思う
④無回答
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①乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作
する行為

②化粧室において喫煙する行為
③客室乗務員の職務の執行を妨げる行為、または機内の秩

序、規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為
④航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯

電話その他の電子機器の使用
⑤離着陸時等、機長がシートベルトの装着を指示した場合

において、シートベルトを正当な理由なく装着しない行為
⑥離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレ

ストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
⑦手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるお

それがある場所に正当な理由なく置く行為
⑧非常用の装置又は器具、救命胴衣等を正当な理由なく操

作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為

①命令書を手交した
②ない

【分析】
・命令書の手交に至ったケースは全体の15.7％。なお、

前回調査では、22％となっており、命令書の手交に
至ったケースは減少している。

・命令書の発行の対象となった行為は項目③（45.4％）が

　最も多く、次いで項目②（約37.4％）となっておりこ
れら２分類で全体の70％以上を占めている。

・その他の6分類については、それほど大きな差は見ら
れない。
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Q10：安全阻害行為等が自分の乗務便で発生した場合、自信を持って対処できますか？

【分析】
・2006年、2011年、2015年の調査の比較で項目②が改善傾向（減少）にあ

ったが、今回の調査では項目②が増加している。
・前回の調査では施行から10年以上経過し、「法の内容、主旨等が浸透し

つつあると考えられる」と分析していたが、今回の傾向の変化をふまえ、
あらためて旅客への周知等具体的な対応を検討する必要がある。

N=1,623N=1,623

N=978N=978

N=1,515N=1,515

N=1,578N=1,578

641 / 39.5％641 / 39.5％③③

3 / 0.2％3 / 0.2％④④

738 / 75.5％738 / 75.5％①①

89 / 37.4％89 / 37.4％②②

108 / 45.4％108 / 45.4％③③

2 / 0.8％2 / 0.8％①①
3 / 1.3％3 / 1.3％⑧⑧

10 / 4.2％10 / 4.2％⑦⑦
7 / 2.9％7 / 2.9％⑥⑥
9 / 3.8％9 / 3.8％⑤⑤

10 / 4.2％10 / 4.2％④④

1,277 / 84.3％1,277 / 84.3％②②

266 / 16.9％266 / 16.9％①①

715 / 45.3％715 / 45.3％②②

597 / 37.8％597 / 37.8％③③

230 / 23.5％230 / 23.5％②②

10 / 1.0％10 / 1.0％③③

620 / 38.2％620 / 38.2％②②

150 / 41.8％150 / 41.8％①①

2 / 0.6％2 / 0.6％③③

207 / 57.7％207 / 57.7％②②359 / 22.1％①

238 / 15.7％①

①ほとんどの場合、1回注意したら問題
の行為は収まった。

②１回の注意で問題の行為は収まること
は少なく、数回注意することが多い。

③注意しても収まることは少なく、命令
書の手交を検討することが多い。

Q6：Q5の行為に遭遇したときの旅客の対応としてもっとも多いものはどれですか？
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①対処できる
②⾃信はないが対処できる
③対処できるかどうか不安がある
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【航空連合作成】

航空連合　2022-2023 産業政策提言

　航空連合は1999年10月の結成以来、機内迷惑行為の発生を抑止するため、罰則を伴った法制化に取

り組んできた。2000年５月の第１回政策実現総行動で、民主党政策調査会長と国土交通省航空局長に

対し、法制化を直接要請した。また、業界（定期航空協会）も2001年１月に航空局長宛に要請文を提

出した。

　これを受けて民主党は、2001年５月に議員立法による法案提出を決定し、11月、「機内迷惑行為防

止法案」を国会に提出した。しかし、与党の反対により審議に入れず、３度にわたって継続審議となった。

　一方、航空局は2001年12月、航空局・事業者・航空連合で構成される「機内迷惑行為防止検討委員会」

を設置し、2002年10月までに５回開催した。委員会発足当初は法制化に否定的だった航空局は、航空

連合の発言をはじめとする委員会での議論や2002年５～６月に実施した利用者アンケートの結果など

により、最終的には立法化を念頭に置いた具体的作業に着手するというスタンスに変わった。

　2003年３月、国土交通省は機内迷惑行為防止法案（航空法改正案）を国会に提出し、５月に衆議院

で民主党案とともに審議が始まった。審議の中で、民主党案の趣旨を踏まえて政府案が修正されたこと

から民主党は法案を取り下げ、修正後の政府案が衆議院で全会一致で可決された。７月には参議院でも

全会一致で可決され、機内迷惑行為防止法案（航空法改正案）が成立し、2004年１月15日に施行された。

　航空連合は、この間、政党（民主党を中心に自民党、公明党にも）、行政、業界（定期航空協会）に

対し法制化を繰り返し要請すると同時に、マスコミに対しても投稿、記者会見などを通じ法制化の必要

性を訴えてきた。また、政策シンポジウム、安全シンポジウムを通じて組合員への浸透を図るとともに、

航空連合加盟の客室乗務員へのアンケート調査（2001年４月）、連合メーデー会場でのビラ配布（2002

年５月）、全国紙への意見広告掲載（2002年６月）といった活動を積極的に展開してきた。

〔機内迷惑防止法の骨子〕

（１）航空機内にある者は、安全阻害行為等（機内迷惑行為）をしてはならない旨を定める。

（２）機長は、国土交通省令で定める安全阻害行為等【下記】をした者に対し、当該行為を反復・

継続してはならない旨の命令をすることができる。命令に違反した者は、50万円以下の

罰金に処する。

（３）施行後３年を経過した場合、（2）の規定の施行状況を勘案し、必要がある時は検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【罰金の対象となる安全阻害行為等（国土交通省令）】

①　乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為

②　トイレにおいて喫煙する行為

③　航空機に乗り込んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為※であって、当該航空機

の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機

内の秩序もしくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為

④　航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器を正当な

理由なく作動させる行為

⑤　離着陸時その他機長がシートベルトの装着を指示した場合において、シートベルトを正当

な理由なく装着しない行為

⑥　離着陸時において、座席のリクライニング、テーブルまたはフットレストを正当な理由な

く所定の位置に戻さない行為

⑦　手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれのある場所に正当な理由なく

置く行為

⑧　非常用の装置または器具（救命胴衣、煙感知機など）を正当な理由なく操作し、もしくは

移動させ、またはその機能を損なう行為
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参考資料 28 BASAの必要性

ＢＡＳＡの必要性

BASAとは

我が国の航空を取巻く状況

○シカゴ条約及びその附属書においては、航空機の安全性の証明及び維持並びに航空従事者の技能証明等は、

航空機の登録国の責任となっており、外国の証明等をそのまま受け入れることはできない。

○一方、外国から航空製品を輸入する場合や、外国の整備施設を利用する場合などにおいて、自国と同等の安

全制度・能力を有する外国の証明等を受けているものについて、再度自国の証明等のために同様の審査を行

うことは、行政及び航空会社等の負担が大きい。

○このため、自国と同等の安全制度・能力を有することを確認するとともに、相手国の責任・権限を明確化した

上で、航空安全に関する相互承認協定(BASA)を締結することで、双方の安全性の証明等の受け入れを可能とし、

審査の軽減・技術協力等を実現する。

○航空会社においては、海外への整備委託や外国人乗員の活用など、グローバル化が進展しているところ、安全性

を確保した上で、整備施設、乗員ライセンス等に係る手続きの簡素化、負担の軽減が求められている。

○国産ジェット旅客機(MRJ)の諸外国における適確な運航の確保のため、航空機や装備品等の円滑な流通が
不可欠である。

規制・制度改革に係る方針（抄）（H23.4.8閣議決定）

「米国との間で、平成21 年４月に締結した航空機材以外の分野（乗員資
格、整備施設、シミュレーター等）においても、相互承認の協議を推進す
る。また、欧州等その他の先進国とも協議を推進する。」

BASAの締結・拡大が必要

国土交通省成長戦略（抄）（H22.5.17）

「乗員資格等の相互承認を早期に実現するべく、米国をはじめとする諸外
国との協議を積極的に進めていく」

１
出典：国土交通省

参考資料 29 整備分野における安全規制の集中的見直し

参考資料 30 グラハン体制強化のための空港運用基準の見直し

グラハン体制強化のための空港運用基準の見直し
背景

明日の日本を支える観光ビジョン（平成２８年３月）（新たな目標 訪日外国人旅行者数 ２０２０年：４０００万人 ２０３０年：６０００万人等）

地方空港のゲートウェイ機能強化とＬＣＣ就航促進

• 複数空港の一体運営（コンセッション等）の推進（特に北海道）
• 地方空港の着陸料軽減を実施
• 首都圏空港の容量拡大（羽田空港の飛行経路の見直し等）
• 首都圏におけるビジネスジェットの受入環境の改善
• 地方空港のLCC・チャーター便の受入促進（グラハン要員の機動的配置

を可能にする基準の柔軟化、CIQ機能の強化、地方空港チャーター便の
規制緩和、操縦士・整備士の養成・確保 等）

• コンセッション空港等における到着時免税店制度の研究・検討
• 新規誘致に係るJNTOの協働プロモーション支援

 地方空港のグラハン業務は、定期便に対応できる
最小の要員体制で実施されており、LCC・チャー
ター便の就航への対応が困難

 グラハン要員の複数の空港間での機動的配置（広
域的な支援体制の確保）が必要

広域支援の例

 車両運転許可取得に係る講習・試験の見直し
空港の車両運転許可を有している者が、一時的に他の地方空港のグラハン業務の支援を

行う場合、車両運転許可の条件としている空港管理者による講習及び試験を免除可能とする。
（平成２８年８月基準改正済み）

 車両運転資格要件の見直し
ＧＳＥ車両の運転資格要件（大型免許、中型免許、牽引免許、大型特殊等）
・旅客輸送バス等に係る二種免許は要件としないこととして平成２８年１２月通達済み
・ＧＳＥ車両の運転資格要件について平成２９年３月基準改正済み

 未登録自走車両の整備要件の見直し
半年毎に課している「道路運送車両の保安基準」に準じた検査間隔の延長等

（平成２９年３月基準改正済み）
【今後の取り組み】
 立入承認証（ランプパス）の改善

グラハン要員の機動的配置を可能とする更なる見直し

方向性

グラハン業務の生産体制向上、グラハン要員の円滑・効率的な
機動的配置を支援するため安全確保を前提として現行の基準を見直す

出典：国土交通省
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参考資料 31 国際観光旅客税の創設

次世代の観光立国実現に向けた観光促進のための国際観光旅客税（仮称）の創設

観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として国際観光旅客税（仮称）を創設する。

要望の結果

背景・概要

観光促進のための税として、国際観光旅客税（仮称）を創設し、平成31年1月7日以後の出国旅客に定額・一律（1,000円）の負担を求め
ることにより、高次元の観光施策のための財源を確保。
2020年訪日外国人客4,000万人目標等に向け、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入手

の容易化及び地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験・滞在の満足度の向上に資する施策に財源を充当。

◆ 次世代の観光立国実現のための観光財源のあり方検討会「中間とりまとめ」
（抜粋）（平成29年11月９日）

訪日外国人旅行者2020年4,000万人等の目標達成に向けて、①ストレスフ
リーで快適に旅行できる環境の整備、②我が国の多様な魅力に関する情報の
入手の容易化、③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等によ
る地域での体験・滞在の満足度向上の3つの分野に観光財源を充当する。
財源を充当する施策は、①受益と負担の関係から負担者の納得が得られるこ
と、②先進性が高く費用対効果が高い取組みであること、③地方創生をはじ
めとする我が国が直面する重要な政策課題に合致すること。

2020年訪日外国人客4,000万人目標等に向け、ストレスフリーで快適に
旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易
化及び地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域
での体験・滞在の満足度の向上に資する施策に財源を充当。

財源の使途

＜現状＞

入国時の状況（那覇空港）

出国時の状況（中部空港）

定期航路ターミナル内でのCIQ待ち状況
＜概要＞

＜財源を充てる施策の一例（イメージ）＞

クルーズ船内のCIQ待ち状況

スマートセキュリティ
保安検査の円滑化

チェックイン等の
簡略化・自動化 CIQの革新

出発
departure

到着
arrival

手続・導線全体の効率化

具体例
顔認証ゲートによる審査時間の短縮

【参考】IATA（国際航空輸送協会）目標：2020年までに出発は出発ロビーから免税店エリアまで10分、到着は到機から到着ロビーまで30分

H29.10運用開始（羽田空港）

・共有自動チェックイン機（CUSS）
・共有自動手荷物預入機（CUBD)
・導線のストレス・バリアフリー化
・インライン検査型旅客手荷物処理
システム等

・最新機器（ボディスキャナ、CT等）
・検査場のリデザイン
・スマートセキュリティシステム
・中央制御型保安システム 等

・バイオカート
・顔認証技術を活用した自動化ゲート

等

出典：国土交通省出典：国土交通省
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参考資料 32 訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移

1 出典：観光庁

参考資料 33 航空の脱炭素化に向けた航空法等改正

航空法等の一部を改正する法律案

①航空の脱炭素化の推進に関する基本⽅針の策定
○国⼟交通⼤⾂は、航空分野全体における脱炭素化を計画的に推進するため、政府の施策、航空会社、空港関係者等の取組につい
て定めた航空脱炭素化推進基本⽅針を策定。
【航空脱炭素化推進基本⽅針】
Ø 航空の脱炭素化の推進の意義・⽬標
Ø 政府が実施すべき施策
Ø 関係者（航空会社、空港関係者等）が講ずべき措置 等

②本邦航空会社による脱炭素化の取組の推進
○本邦航空会社は、航空運送事業脱炭素化推進計画を作成し、
国⼟交通⼤⾂が認定。
【航空運送事業脱炭素化推進計画】
Ø 航空運送事業の脱炭素化の⽬標
Ø ＳＡＦ（※）の導⼊等の取組 等

※ バイオジェット燃料等の持続可能な航空燃料

○認定を受けた航空会社に係る特例を措置。
ü③の空港脱炭素化推進協議会の組織の要請
ü取組の円滑化を図るための同協議会に対する協議の求め
ü事業計画の変更⼿続のワンストップ化

③空港における脱炭素化の取組の推進
○空港管理者は、誘導路の改良、空港で使⽤する電⼒を供給す
るための太陽光発電設備の整備等の取組について記載した
空港脱炭素化推進計画を作成し、国⼟交通⼤⾂が認定（※）。

誘導路の新設で
⾛⾏距離を短縮

国⼟交通⼤⾂

航空会社 空港管理者
航空機からのCO２
排出削減に必要な
空港の取組に関す
る協議の求め

計画の作成等、
脱炭素化を進
めるため、組織

空港脱炭素化推進協議会

計画認定 計画認定等

協議会の組織により、航空の両輪である
航空会社と空港が連携して脱炭素化を推進

※ 国管理空港の場合は、国⼟交通⼤⾂が作成し、公表。
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○計画を作成しようとする空港管理者は、航空会社、給油事業者、
ターミナルビル事業者のほか、空港のための再⽣可能エネルギー発
電を⾏う事業者等からなる空港脱炭素化推進協議会を組織し、
計画の作成、実施等について協議。

○計画に位置付けられた事業に係る特例を措置。
ü⾏政財産を活⽤するための国有財産法の特例
・計画記載事業への⾏政財産の貸付特例（事業例︓庁舎
屋上等への太陽光パネルの設置等）
・上記貸付の期間の上限を30年とする特例（国有財産法上
建築物は上限10年）

ü空港施設の変更に係る許可⼿続のワンストップ化

国、航空会社、空港の連携により、航空分野全体で脱炭素
化を推進するための体制を構築し、航空会社・空港関係者
双⽅の脱炭素化のための取組を円滑化・迅速化

航空法等の一部を改正する法律案

①航空の脱炭素化の推進に関する基本⽅針の策定
○国⼟交通⼤⾂は、航空分野全体における脱炭素化を計画的に推進するため、政府の施策、航空会社、空港関係者等の取組につい
て定めた航空脱炭素化推進基本⽅針を策定。
【航空脱炭素化推進基本⽅針】
Ø 航空の脱炭素化の推進の意義・⽬標
Ø 政府が実施すべき施策
Ø 関係者（航空会社、空港関係者等）が講ずべき措置 等

②本邦航空会社による脱炭素化の取組の推進
○本邦航空会社は、航空運送事業脱炭素化推進計画を作成し、
国⼟交通⼤⾂が認定。
【航空運送事業脱炭素化推進計画】
Ø 航空運送事業の脱炭素化の⽬標
Ø ＳＡＦ（※）の導⼊等の取組 等

※ バイオジェット燃料等の持続可能な航空燃料

○認定を受けた航空会社に係る特例を措置。
ü③の空港脱炭素化推進協議会の組織の要請
ü取組の円滑化を図るための同協議会に対する協議の求め
ü事業計画の変更⼿続のワンストップ化

③空港における脱炭素化の取組の推進
○空港管理者は、誘導路の改良、空港で使⽤する電⼒を供給す
るための太陽光発電設備の整備等の取組について記載した
空港脱炭素化推進計画を作成し、国⼟交通⼤⾂が認定（※）。

誘導路の新設で
⾛⾏距離を短縮

国⼟交通⼤⾂

航空会社 空港管理者
航空機からのCO２
排出削減に必要な
空港の取組に関す
る協議の求め

計画の作成等、
脱炭素化を進
めるため、組織

空港脱炭素化推進協議会

計画認定 計画認定等

協議会の組織により、航空の両輪である
航空会社と空港が連携して脱炭素化を推進

※ 国管理空港の場合は、国⼟交通⼤⾂が作成し、公表。
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○計画を作成しようとする空港管理者は、航空会社、給油事業者、
ターミナルビル事業者のほか、空港のための再⽣可能エネルギー発
電を⾏う事業者等からなる空港脱炭素化推進協議会を組織し、
計画の作成、実施等について協議。

○計画に位置付けられた事業に係る特例を措置。
ü⾏政財産を活⽤するための国有財産法の特例
・計画記載事業への⾏政財産の貸付特例（事業例︓庁舎
屋上等への太陽光パネルの設置等）
・上記貸付の期間の上限を30年とする特例（国有財産法上
建築物は上限10年）

ü空港施設の変更に係る許可⼿続のワンストップ化

国、航空会社、空港の連携により、航空分野全体で脱炭素
化を推進するための体制を構築し、航空会社・空港関係者
双⽅の脱炭素化のための取組を円滑化・迅速化
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参考資料 34 航空機運航・空港の各分野における脱炭素推進

航空機運航分野における脱炭素化の推進

◯ 我が国の航空機運航分野におけるCO2削減に係る取組を検討するため、以下の3つのアプローチを設定。
① 機材・装備品等への新技術の導⼊ ② 管制の⾼度化による運航⽅式の改善 ③ 持続可能な航空燃料（SAF）の導⼊促進
◯ 2021年3⽉に検討会を⽴ち上げ、12⽉に第4回検討会を開催し、⼯程表を取りまとめ
【委員】学識経験者、航空会社、研究機関、空港会社、業界団体等(委員⻑︓屋井 鉄雄 東京⼯業⼤学教授) 【オブザーバー】関係省庁、関係メーカー等

１．⼯程表の策定
※ 空港分野については、別途「空港分野におけるCO2削減に関する検討会」にて検討

（１）機材・装備品等への新技術の導入
l 国内環境技術の実用化見込みや海外の競合他社に対する優位性を精査し、重点的に基準検討を行う対象技術を選定
した計画を策定

l 計画に基づき当該技術に係る安全基準の策定、国際標準化への取組、認証活動のサポートを実施

（２）管制の高度化による運航方式の改善

l 航空交通全体の最適化： 国内空域の抜本的再編や運航情報の共有による飛行計画の調整等
l 運航フェーズごとの改善策： 高度・経路の選択自由度向上（航空路）、燃費のよい降下（到着）、待機時間の短縮（空港面）
l 今後の取組で、CO2排出を１０%程度減とする目標

（３）持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の導入促進
l ２０３０年実用化を目指した、グリーンイノベーション基金等の活用による国産ＳＡＦの研究開発
l ２０２４年頃から見込まれるSAFの実需発生に対応すべく、輸入ＳＡＦを含めたサプライチェーンの構築（施設整備、品質管
理ルール検討等）

l ＳＡＦ使用目標の設定（２０３０年時点で本邦エアラインによる燃料使用量の１０％をＳＡＦに置き換え）

２．今後の検討体制

◯策定された工程表を着実に進めていくため、実務的な検討の場として、 ３つのアプローチ毎に官民協議会などを設置。

◯「航空機運航分野におけるCO2削減に関する検討会」は、今後策定されるICAOの長期目標等を踏まえ、我が国航空分野
の脱炭素化関係施策を総合的・横断的な視点で議論する場として継続。
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出典：国土交通省出典：国土交通省


